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③子の看護休暇の見直し

④ 所定外労働制限 （残業免除）の対象が小学校就学前の子まで拡大

①「産後パパ育休（出生時育児休業）」制度

⑧柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務に

⑨仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務に

⑤育児のためのテレワーク導入の努力義務化 【当医院は業務上不可能】

⑥短時間勤務の代替措置にテレワークを追加 【当医院は業務上不可能】

⑦育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大 【当医院は関係なし】

下記については2025（令和７）年10月1日 施行

子供1人5日、子供２人以上10日まで②１歳までの育児休業を分割で取得可

育児休業制度が年々変わってきています。
事業運営側・スタッフ側も一緒に再確認しましょう。

※育休や看護休暇については無給となるので有給使用を希望される方は、有給を利用ください。


